
基本
目標 事業名称 事業内容 平成２９年度実施状況 平成３０年度版年次報告書

（平成２９年度の取組状況）
第４次男女共同参画の
まちづくりプラン

担当課

1 DVの防止・啓発

市民一人ひとりがＤＶを身近な問題として考えるきっかけづくりを目的として、女
性に対する暴力防止をテーマにした講座や講演会を開催します。
ＤＶ被害者に対して、広く相談窓口についての周知を行うため、パンフレットの作
成･配布を行います。
DV防止法を含むDV全体に関するものを継続して周知・啓発します。
外国人のDV被害者に対して、支援に関する情報を適切に提供するため、パンフレッ
ト等で適切な情報を提供します。

ＤＶ防止セミナーを開催した（参加人数：６０人）。
女性に対する暴力に関する資料や情報を収集し提供した（男女共同参
画推進センター：図書購入７６冊）。

Ｐ１１２　事業番号：１６２・１６３
Ｐ１１６　事業番号：１７４

　事業番号：１５２ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

2 女性に対する暴力
をなくす運動の周知

全国で実施している「女性に対する暴力をなくす運動」(毎年11月12日～25日)を
周知するとともに、女性に対する暴力の問題に関する取組を強化し、意識啓発や教
育の充実を図ります。

情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ～夢～」のトピックス欄及び市ホームページに
てＤＶ及び「女性に対する暴力をなくす運動」を周知した。また運動
期間中、岩槻区役所においてデートＤＶ防止啓発品の配布やポスター
の掲示を実施した。

Ｐ１１２　事業番号：１６４
Ｐ１１６　事業番号：１７４

　事業番号：１５３ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

3 人権教育の推進
市立学校における児童生徒、教職員の人権意識の高揚及び人権教育の推進を図るた
めに、人権標語・人権作文の募集及び表彰、さらに人権教育啓発資料「ひまわり」
をはじめとする各種啓発資料等の発行などに取り組みます。

市立幼稚園を含む全ての市立小・中・高等・特別支援学校、及び人権
教育集会所、公民館 等において、人権に関する研修会や講座を開催し
た。市立小・中学校より募集した「人権標語」「人権作文」の最優秀
賞表彰式を開催するとともに、最優秀賞と優秀賞受賞作品を掲載した
人権文集「じんけん」を作成し、市立小・中学校等へ配布した。「人
権教育ニュース」（２回）を作成し、市立小・中学校、人権教育集会
所、公民館、図書館等へ配布した。平成２９年度は人権啓発資料「ひ
まわり」に替えて「人権教育指導プラン＜教師用＞」を改訂し、新た
な人権課題を掲載するなど内容の充実に努めた。

Ｐ３６　　事業番号：１
Ｐ４４　　事業番号：２５
Ｐ１１６　事業番号：１７５

　事業番号：６ 人権教育推進室

4 学校人権教育研修
会の支援

市立学校における児童生徒、教職員、保護者の人権意識の高揚及び人権教育の推進
を図るために、個別の人権課題をテーマとした人権教育啓発研修会・講演会などの
開催を支援します。

校内における人権教育研修会のための人権教育啓発ビデオ／ＤＶＤ貸
出や人権教育講演会講師紹介等を支援した。市立幼稚園を含む全ての
小・中・高等・特別支援学校１６７校において、人権教育研修会や講
演会を開催した。

Ｐ４０　　事業番号：１３ 　事業番号：１５５ 人権教育推進室

5 男女平等の視点か
らの生活指導・進路
指導

高等看護学院に在籍する全学生を対象として、男女の区別なく専門職業人として知
識・技術・感性豊かな人間性を養い、男女平等の視点から指導・教育を行います。

男女の区別なく、成績や学生生活に悩む学生とその保護者を対象に、
面談・支援を実施した。

Ｐ１１６　事業番号：１７５ 高等看護学院

6 学校保健事業・健
康教育の推進

高等看護学院における教育課程の一環として、成人看護学・小児看護学・母性看護
学の講義において、学生に性教育、健康教育等を実施します。

専門領域の成人・小児・母性看護学及び老年・精神看護学において性
に関する教育や健康教育を実施した。

Ｐ１１６　事業番号：１７５ 高等看護学院

3

若年層に
対する予
防啓発の
推進と相
談体制の
周知

7 デートDVの防
止・啓発

若年層に対し、あらゆる機会を活用してデートＤＶの防止・啓発を図るため、リー
フレット等を作成・配布するとともに、出前講座を実施します。
市立中学校及び高等学校の生徒に対して、デートＤＶ防止リーフレット等を作成
し、配布します。
市立中学校及び高等学校教職員に対しても、デートＤＶ防止の視点を踏まえた研修
会を開催します。

デートＤＶ防止出前講座を開催した（埼玉大学：１１０５名）。
デートＤＶ防止啓発リーフレットを市立中学校及び高等学校各２年生
に配布した。
市立高等学校教職員と、市立中学校教職員希望者対象の「デートＤＶ
防止研修会」を開催した。
全市立学校人権教育主任対象の「人権教育主任研修会」で、デートＤ
Ｖを含む人権課題の状況を説明した。

Ｐ１１６　事業番号：１７６
　事業番号：１５４
　　　　　：１５５

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

人権教育推進室

8 通報体制の周知
ＤＶ被害者の早期発見に努める必要があるため、男女共同参画社会情報誌｢You＆
Me～夢～」などにおいて、ＤＶ被害者の早期発見や通報体制について周知します。

男女共同参画社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ～夢～」において、ＤＶの早
期発見や通報体制に関わるトピックスを掲載した。男女共同参画推進
センター広報誌「鐘の音」において、ＤＶ電話相談や悩み相談などの
各種相談を周知した。

Ｐ１１２　事業番号：１６４
Ｐ１１８　事業番号：１７７

　事業番号：１５３
　　　　　：１６４

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

9 通報体制の整備
医療・保健・福祉関係機関などとの連携により、ＤＶ被害者の早期発見に努めま
す。

庁内ドメスティック・バイオレンス防止対策関係機関連携会議を年２
回（９月、３月）実施し、ＤＶ被害者の早期発見のため児童相談所、
保健所、福祉関係機関との連携・協力を強化した。

Ｐ１２６　事業番号：１８６
　事業番号：１６４
　　　　　：１８３

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

10 24時間児童虐待
通告電話の充実

増加傾向にある児童虐待相談に早期対応することで、ＤＶ被害者の発見につながる
可能性があるため、２４時間３６５日体制で児童虐待通告相談を受付けます。

児童虐待通告電話を２４時間３６５日実施し、１，１１７件の電話
（虐待通告２１５件、その他９０２件）を受け、５件の緊急対応・一
時保護を実施した。

Ｐ１１８　事業番号：１７７ 　事業番号：１６５ 児童相談所

11 要保護児童対策
地域協議会の開催

深刻化する児童虐待の問題に対し、関係機関が情報や考え方を共有し、円滑な連
携・協力を図る協議会を開催することで、虐待を受けている児童等の早期発見や適
切な保護を行います。

要保護児童対策地域協議会を開催した（代表者会議１回、区会議１２
回）。

Ｐ１１８　事業番号：１７７ 　事業番号：１７３
子ども家庭総合センター総務課

（平成30年度より
子育て支援政策課から組織変更）

12 DV相談事業

ＤＶ被害者への対応や情報提供のために、さいたま市ＤＶ相談センターにおいて婦
人相談員がＤＶ被害者の相談に応じ、自立支援に必要な情報提供を行う「女性のＤ
Ｖ電話相談」を実施します。また、女性を対象とした法律相談・こころの健康相談
を実施します。

女性の悩み電話相談（７，０７１件うちＤＶ相談１，０５０件）、法
律相談（１０９件）、心の健康相談（２９件）を実施した。

Ｐ１１８　事業番号：１７８ 　事業番号：１６８ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

13 ワンストップ
サービスの実施

手続きを一元化することでＤＶ被害者の負担軽減と二次的被害の未然防止を図る必
要があるため、ワンストップサービスを実施します。

庁内の関係機関との連携により、配偶者暴力相談支援センターの周知
を行い、相談窓口や相談証明の発行等をワンストップ化し、DV被害
者の負担軽減を図った。

Ｐ１２６　事業番号：１８６ 　事業番号：１８３ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

14 婦人相談員研修
の実施

婦人相談員の相談に対する資質向上を図るために、相談業務及びＤＶ等に関連する
専門家又は関係機関職員を講師とした研修・スーパービジョンを実施します。

婦人相談員の資質向上のための相談員会議（毎週）及び研修（１２
回、うち外部講師による事例検討４回）を実施した。

Ｐ１１８　事業番号：１７７
　事業番号：２５
　　　　　：１６８
　　　　　：１８４

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

15 若年層が相談し
やすい環境の整備

デートＤＶ意識・実態調査では、被害経験のある人のうち「どこにも・誰にも相談
しなかった」と回答した人の割合が高いことから、若年層向けにメールや専門電話
等を整備します。

デートＤＶ未然防止対策の取組について、首都圏九都県市会議におい
て先進事例を研究し情報を共有した。

　事業番号：１５４ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

16 男性DV被害者の
ための相談体制の整
備

近年深刻化している男性のＤＶ被害者に対して適切な対応を行うため、男性のＤＶ
被害者に対応できる体制を整備します。

「男性の悩み相談電話」において、ＤＶ被害について１件相談があ
り、被害の実態・状況を把握した。

Ｐ５２　　事業番号：４０ 　事業番号：３８ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

17 人権相談事業
ＤＶ被害者を早期に発見し、適切な助言や関係機関との連携を行えるよう、大宮区
役所等市内４ヶ所において、法務局から委嘱された人権擁護委員が、ＤＶ問題を含
む人権問題について相談を受付けます。

毎月第２木曜日に市内４か所で人権相談を実施（年間相談件数８９
件）し、６月１日「人権擁護委員の日」に市内４か所で相談を実施し
た。

Ｐ１１８　事業番号：１７８ 　事業番号：１６６ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より男女共同参画課と統合）

18 住民相談事業
各区役所において弁護士による法律相談などを実施し、離婚やＤＶなどの相談に対
して助言や回答を行います。

弁護士による法律相談（民事一般）を実施した（総件数２，７５１件
のうち、離婚及びＤＶに関する相談件数計４７９件）。

Ｐ１１８　事業番号：１７８ 　事業番号：１６７ 市民生活安全課
（平成２８年度より市民総務課から組織変更）

19 多様な被害者へ
の配慮

高齢の相談者、障害のある相談者に対して、適切な相談や支援を行います。
日本語で十分なコミュニケーションが図れない外国人に対しても、関係機関と連携
し、多言語で相談が行える体制の整備を図ります。

シニアサポートセンター等と連携し、適切な相談や支援を実施した。
またＤＶ相談センターの案内チラシ（英語版、中国語、朝鮮・韓国
語）を区役所など市施設に配布した。

Ｐ１２０　事業番号：１７９ 　事業番号：１７０ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

20 外国人のための
生活相談

市内在住の外国人の悩みや不安等を解消するため、外国人生活相談員を配置し、日
常生活を営む上で必要なアドバイスなどを行います。
国際交流センターにおいて、サロンスタッフ（市民ボランティア）による簡易生活
相談（日本語）及びネイティブスピーカーによる多言語生活相談を実施します。

大宮区くらし応援室において外国人相談を実施した（相談件数１３５
件）。（毎週月曜日～木曜日の９時～１２時。月：英語・タガログ
語、火：韓国・朝鮮語、水：英語・ポルトガル語、木：中国語）。
国際交流センターにおいてサロンスタッフ（市民ボランティア）によ
る簡易生活相談及びネイティブスピーカーによる多言語生活相談を実
施した（相談件数３９件）。
（中国語：毎週火曜、英語：毎週水曜、韓国・朝鮮語：毎週木曜）。

Ｐ１２０　事業番号：１７９
　事業番号：１３０
　　　　　：１６９

市民生活安全課
（平成２８年度より市民総務課から組織変更）

観光国際課

21 外国人のための
情報提供

市報ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ欄への英文記事の掲載や、多言語による生活情報誌「ぷ
らら」の発行など、外国人市民の日常生活に役立つ情報を紹介する情報誌等を配布
します。

市報information欄へ英文記事を掲載した。多言語による生活情報誌
「ぷらら」を発行した（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペ
イン語 年５回発行）。外国人市民の日常生活に役立つ情報を紹介する
情報誌等を配布した。

Ｐ１２０　事業番号：１７９ 　事業番号：１７１ 観光国際課

22 被害者の緊急時
における一時保護事
業

ＤＶ被害者について、面接相談により緊急保護が必要と判断した場合には、埼玉県
婦人相談センターへ一時保護を依頼します。
通報者や関係機関と連携し、必要な情報提供を行うなど、迅速かつ適切に対応する
ことでＤＶ被害者の一時保護に至るまでの安全を確保します。

一時保護にあたり各区福祉課、児童相談所等関係機関への連絡・調整
を実施し、婦人相談センター等への入所を依頼した（入所件数：１０
件）。

Ｐ１２０　事業番号：１８０ 　事業番号：１７４ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

23 民間団体への支
援

市内民間団体の運営するシェルターに対し、補助金を交付することが被害者の緊急
時における安全の確保につながるため、それらに対する財政的支援などを行いま
す。

さいたま市民間緊急一時避難施設補助金を交付した（２団体に対し、
家賃補助各４０万円）。

Ｐ１２０　事業番号：１８０ 　事業番号：１７４ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

24 母子緊急一時保
護事業

現在の居所を一時的に離れた上で、起居を共にして生活相談又は生活指導を至急受
ける必要がある母子（子は義務教育修了前に限る）を母子生活支援施設に入所さ
せ、必要な支援を行います。

緊急に一時保護を必要とする母子（義務教育終了前）の母子生活支援
施設入所と必要な保護を実施した（入所件数：１３件）。

Ｐ１２０　事業番号：１８０ 　事業番号：１７３
子ども家庭総合センター総務課

（平成30年度より
子育て支援政策課から組織変更）

25 住民基本台帳の
閲覧等の制限

現住所などの被害者の情報を保護するため、各区役所区民課において配偶者からの
暴力及びストーカー行為等の被害者からの支援措置の申し出を受け、措置の必要性
があると判断した場合、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しなどの交
付、及び戸籍の附票の写しの交付などを制限し、被害者の情報の保護を行います。

被害者情報の保護のための支援措置を実施した。支援措置対象者（申
出者４８７件。申出者とあわせて支援を求める者の数５６３件（平成
２９年１２月現在））。

Ｐ１２０　事業番号：１８１ 　事業番号：１７６ 区政推進室

26 情報管理の徹底
被害者の安全を確保する場合、居場所をはじめとした各種情報を保護する必要があ
るため、被害者及びその関係者に係る情報管理の徹底を全庁的に取り組みます。

関係機関に配布している「さいたま市一時保護マニュアル」におい
て、被害者等の情報管理の徹底を周知した。

Ｐ１２０　事業番号：１８１ 　事業番号：１７５
人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）
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基本
目標 事業名称 事業内容 平成２９年度実施状況 平成３０年度版年次報告書

（平成２９年度の取組状況）
第４次男女共同参画の
まちづくりプラン

担当課

第２次ＤＶ防止基本計画の実施状況及び第４次男女共同参画のまちづくりプランで推進する事業について

施策の方向

27 子育て相談の実
施

各区役所内に家庭児童相談室を設置し、家庭における児童の福祉についての相談指
導業務を行い、家庭における適切な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児
童問題を解決します。

家庭内の児童福祉に関する相談指導業務を実施した（相談件数１０，
６１３件）。

Ｐ７２　　事業番号：７３
Ｐ１２２　事業番号：１８２

　事業番号：７６ 子育て支援政策課

28 ひとり親家庭等
相談

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭の母等の自立支援を図るた
め、母子・父子自立支援員が就業についての相談や生活相談に応じます。

ひとり親家庭からの就業相談や生活相談に応じ、ひとり親家庭の福祉
の向上に努めた（生活相談：１，３５９件、うち就業相談：１，０６
５件）。

Ｐ１２２　事業番号：１８２ 　事業番号：１０２ 子育て支援政策課

29 さいたま市多重
債務者生活再建安心
プログラムの実施

多重債務者問題を含む消費者行政に関して庁内で連携を図るほか、埼玉県多重債務
対策協議会へ参加し、他団体と協力しながら多重債務に起因する総合的な解決を図
ります。

多重債務者への相談窓口の開設及びその周知を適切に行った。また、
埼玉県主催の多重債務者相談強化キャンペーンとして、多重債務相談
会を開催した（相談件数２件）。

Ｐ１２２　事業番号：１８２ 　事業番号：１７８ 消費生活総合センター

30 母子父子寡婦福
祉資金貸付事業

経済的自立や扶養している子どもの福祉増進のために、技能習得資金や修学資金の
貸付けを行います。

母子家庭の母等を対象に、技能習得資金や子どもの修学資金の貸付を
実施した（貸付件数：１０３件、貸付金額：６６，４６８，０６２
円）。

Ｐ１２２　事業番号：１８２ 　事業番号：１７９ 子育て支援政策課

31 ひとり親家庭等
就業・自立支援セン
ター等事業

ひとり親家庭の母等の就業・自立をより効果的に促進するため、相談から情報提供
までの一貫した就業支援サービスを提供するとともに、生活安定のための専門家に
よる相談等を行います。

ひとり親家庭等を対象にした相談から就業までの一貫した就業支援
サービスを提供した。また、自立を支援するため、自立支援教育訓練
給付金や高等職業訓練促進給付金を支給した（自立支援教育訓練給付
金支給件数：２２件、高等職業訓練促進給付金受給者：４９名）。

Ｐ１２２　事業番号：１８２ 　事業番号：１７９ 子育て支援政策課

32 DV被害者に対す
る民間賃貸住宅への
入居支援

埼玉県住まい安心支援ネットワークで取り組んでいる「埼玉県あんしん賃貸住宅等
登録制度」において、ＤＶ被害者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な
入居を促進するため、情報提供を行います。

ＤＶ被害者等の住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる
よう、「埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度」で登録された不動産店
の情報提供を行った。

Ｐ９２　　事業番号：１２９
Ｐ１２２　事業番号：１８２

　事業番号：１１５ 住宅政策課
（平成２８年度より住宅課から組織変更）

33 DV被害者に対す
る市営住宅の提供

ＤＶ被害者で住宅に困窮している方に対し、生活の場を提供し、ＤＶ被害者の精神
的、時間的ゆとりの確保及び生活基盤の立て直しに寄与します。

ＤＶ被害者で住宅に困窮する方のために市営住宅を確保した。また、
市営住宅入居者の募集手続きにおいて、母子・父子世帯などに対する
優遇措置を実施した。

Ｐ１２２　事業番号：１８２
　事業番号：１１０
　　　　　：１８１

住宅政策課
（平成２８年度より住宅課から組織変更）

34 生活保護（被害
者の生活の支援）

生活に困窮する被害者の最低限度の生活を保障し、自立に向けた支援を行うため、
生活保護法に基づき、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行います。

婦人相談センターに入所した者のうち、生活保護法の適用が必要な者
に対しては生活保護法を適用し、社会復帰や生活支援を実施した（平
成２９年度６世帯）

Ｐ１２２　事業番号：１８２ 　事業番号：１８０ 生活福祉課

35 DV被害者への情
報提供

ＤＶ被害者の自立支援に伴う手続きを円滑に進めるため、医療、行政の各種支援制
度、手続き等に関する庁内外の情報を収集し、提供や助言を行います。また、関係
機関等との連携を充実させ、自立支援の促進に努めます。

ＤＶ被害者の自立支援を円滑に進めるため、庁内外の他法・他施策に
ついて情報収集し、相談時に情報を提供した。

Ｐ１２２　事業番号：１８２ 　事業番号：１７７ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

36 自助グループ等
支援

講座やセミナーを開催し、自助グループを管理するファシリテーターを養成しま
す。

傷ついた心を抱えている方の心身の回復のために、安全な場の中で自
分の心と向き合い、自分らしい人生を取り戻すための講座として「傷
ついた心のケア講座」を実施した（全１２回　参加者延３００名）。
また、傷ついた子どもたちの心のケアのために、親子で共同作業をし
ながらアートに取り組む、「アートを楽しむ会」を実施した。

Ｐ１２２　事業番号：１８３ 　事業番号：１８２ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

37 精神保健に関す
る支援

被害者の自立には心のケアが必要なため、心の問題に関する相談やカウンセリング
等の機関について情報提供を行います。

カウンセリング希望者に対する「こころの健康ガイド」活用と、医療
機関についての情報を提供した。また、精神保健福祉士によるカウン
セリング（２４件）を実施した。

　事業番号：１４４ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

38 精神保健相談事
業

被害者の精神的健康の増進や、必要な精神科医療が受けられるよう保健師・精神保
健福祉士が電話、面接、訪問、メールによる相談に応じます。また、家族、関係者
の精神科医療に関する相談を受付けます。

精神疾患のある人及び家族などから、電話・来所・家庭訪問・メール
による相談を受け、早期治療導入・治療継続・療養上の支援を実施し
た。

精神保健課

39 児童生徒の就学
支援

住民票の異動を伴わずに住所を変更したＤＶ被害者の子どもについて、教育を受け
る権利を確保するために、居住の事実によって学校を指定し、就学の支援を行いま
す。また、必要に応じて、就学援助制度について案内を行います。

DV被害を理由に、被害者と共に緊急避難をした児童生徒について、
居住事実の確認により、学校を指定し、就学支援を実施した。また、
必要に応じ、生活保護又は就学援助制度を案内した。

Ｐ１２４　事業番号：１８４ 　事業番号：１８６ 学事課

40 子どもショート
ステイ事業

乳児から小学校修了までの児童の保護者が、疾病、疲労、怪我、看護、冠婚葬祭、
出張、災害等の理由により、家庭においての養育が一時的に困難となったとき、児
童養護施設等で児童を短期間預かります。

保護者が社会的事由（疾病、出産、出張等）により、一時的に子ども
の養育ができないときに、児童養護施設での子どもの預かりと子育て
援助を実施した（延利用者数４名）。

Ｐ１２４　事業番号：１８４ 　事業番号：７３ 子育て支援政策課

41 放課後児童健全
育成事業

「放課後児童クラブ」を運営することで、就労などにより保護者が昼間家庭にいな
い小学生に適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を行うとともに、保護者の
仕事と子育ての両立を支援します。特にひとり親家庭等については、優先的に入所
できるよう配慮します。

ひとり親家庭等については、優先的に入所できるよう入室選考の際に
加点を行った。

　事業番号：８４ 青少年育成課

42 保育施設利用に
おける優先入所

保育施設利用の際の利用調整（選考）において、虐待又はＤＶの恐れがある場合な
ど、社会的養護が必要な子どもは保育施設利用の必要性が高いものとして、優先的
に保育施設へ入所できるよう配慮します。

虐待又はＤＶの恐れがある場合など、社会的養護が必要な子どもは保
育施設利用の必要性が高いものとして、優先的に保育施設へ入所でき
るよう配慮した。

　事業番号：１８７ 保育課

43 婦人相談員への
情報の周知

被害者の自立を支援する上で、子どもの就学・保育等について情報提供することが
必要なため、保育所・学校等における子どもに関する手続き等を婦人相談員に周知
し、理解の徹底を図ります。

外部講師による講義や「子育て応援ブック」を配布し、婦人相談員の
資質向上に努めた。

Ｐ１２４　事業番号：１８４
Ｐ１２６　事業番号：１８７

　事業番号：１６８
　　　　　：１７７

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

44 思春期の精神保
健相談の実施

子どもの心のケアを目的として、子どもやその家族などを対象に電話相談と必要に
応じて面接相談を実施します。
暴力や依存症などの問題を抱える機能不全家族の中で育つ思春期の子どもたちやそ
の家族を対象として、個別やグループでの心理教育プログラムの実施、親子関係改
善のためのスキルプログラムを実施します。

小学校高学年から中学生の子どもとその家族を対象に電話相談（毎週
火・金曜日、9時～17時）と必要に応じて面接相談を実施した。ま
た、子どもや家族への支援を目的とした集団心理教育プログラムを実
施した。

Ｐ１２４　事業番号：１８５
Ｐ１３２　事業番号：２０５

　事業番号：１４６ こころの健康センター

45 教育相談推進事
業

教育相談室を設置し、市内に在住・在学する幼児から高校生まで、及び保護者から
の学校生活にかかわる様々な悩みに、専門的な知識や技術を持つ相談員が対応しま
す。
また、市内全中学校にさわやか相談室を設置し、さわやか相談員やスクールカウン
セラーを配置し、学校教育相談体制の充実を図ります。

総合教育相談室が市立教育相談室を統括し、より専門的な相談に対応
する体制を整えた。また、全ての市立学校において、スクールカウン
セラーやスクールソーシャルワーカーの支援を受けられる体制を整備
するとともに、全ての市立中学校にさわやか相談員を配置し、専門性
を生かした相談・支援を行う学校教育相談体制を強化した。

Ｐ１２４　事業番号：１８５ 　事業番号：１０７ 総合教育相談室
（平成29年度より指導2課から組織変更）

46 （仮称）さいた
ま市子ども総合セン
ター整備事業

家庭・学校内・本人の問題等が絡み合った子どもの問題の複雑化や、子育てに関す
る相談窓口のわかりづらさ、さらに相談ニーズの増加といった課題へ対応をするた
め、子どもや家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、子ども・家庭・地域の子育
て機能を総合的に支援する、中核施設「（仮称）さいたま市子ども総合センター」
を開設します。

さいたま市子ども家庭総合センターの平成３０年４月１日フルオープ
ンに向け、平成２９年１１月に施設が竣工し、専門相談機関の引っ越
しなどの開設準備を実施した。

子ども家庭総合センター総務課
（平成30年度より

子育て支援政策課から組織変更）

47 DV防止対策関係
機関との連携（連携
会議の開催）

被害者の適切な保護や自立支援を行うため、さいたま市ドメスティック・バイオレ
ンス防止対策関係機関連携会議を開催し、庁内及び庁外の関係機関と密接な連携を
図り、予防から自立までのサポート体制を総合的に検討します。

さいたま市ドメステッィク・バイオレンス防止対策関係機関連携会議
（５月、１月）及び庁内ドメステッィク・バイオレンス防止対策関係
機関連携会議（９月、３月）を開催し、ＤＶに関する情報交換、研究
協議を実施した。

Ｐ１２６　事業番号：１８６ 　事業番号：１８３ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

48 警察との連携
関係機関が認識を共有しながら連携を図って被害者の自立を支援する必要があるた
め、ＤＶ被害者の保護に当たっては、警察と緊密な連携を取り、広域的な対応を依
頼します。

警察から男女共同参画推進センターに繋がったケースについて、面接
相談の結果等を情報共有し、必要に応じて連携を継続した。

Ｐ１２６　事業番号：１８６ 　事業番号：１８３ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

49 教育機関や保育
園等との連携

被害者の子どもの安全を確保するため、各小学校、中学校、高等学校、保育園・幼
稚園との連携を強化します。

小・中学生を抱えるＤＶ被害者について、学校及び教育委員会と連携
を強化し、転校の就学に関する手続きを支援した。

Ｐ１２４　事業番号：１８４
Ｐ１２６　事業番号：１８６

　事業番号：１８３
　　　　　：１８７

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

50 福祉・保健機関
との連携

関係機関が認識を共有しながら連携を図って被害者の自立を支援する必要があるた
め、業務を通じてＤＶ被害者の早期発見につながると考えられる福祉事務所、保健
所、保健センター等と情報を共有すること等により、連携を強化します。
具体的には、庁内ＤＶ防止対策関係機関連携会議を年２回開催します。

福祉・保健機関に相談に訪れたＤＶ被害者の状況を確認し、必要に応
じて男女共同参画推進センターへ繋がるよう庁内ドメスティック・バ
イオレンス防止対策関係機関連携会議を２回開催し連携を強化した。

Ｐ１２６　事業番号：１８６ 　事業番号：１８３ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

51 専門家（弁護
士、精神科医師等）
との連携

婦人相談員研修の講師、またはスーパーバイザーに弁護士、精神科医師、臨床心理
士等の専門家を招き、相談スキルの向上を図ります。また、関係機関が開催する専
門家を講師とする研修（年間１２回）に相談員を参加させます。

婦人相談員の資質向上のため相談員会議（毎週）及び研修（１２回、
うち外部講師による事例検討４回）を実施した。

Ｐ１２６　事業番号：１８７
　事業番号：１６８
　　　　　：１８３

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

52 さいたま市妊娠
期からの虐待予防強
化事業
（妊娠期からの養育
支援ネットワーク）

産科医療機関などと保健所・保健センターが連携し、虐待発生のおそれのある家庭
を把握し、適切かつ継続的な支援を行います。
年に１回、協力する医療機関の担当者と情報共有や連帯強化のため、連携会議を開
催します。

妊娠期からの虐待予防強化事業において、協力医療機関が県内の産婦
人科、婦人科医療機関に拡大したことから、32医療機関から710件
の連絡票の受理及び支援を実施した。埼玉県が主催した妊娠期からの
虐待予防強化事業研修会に協力参加したことで、県内医療機関・関係
機関との意見交換や情報交換の場とした。

Ｐ１３２　事業番号：１９０ 　事業番号：１７２ 地域保健支援課

53 セーフコミュニ
ティ認証取得事業

ＷＨＯが推奨する国際認証の取得に向け市民団体と行政等の協働により「セーフコ
ミュニティ」を推進する中で、「ＤＶ対策」を項目の一つとして、取り組みます。

ＷＨＯが推奨する「セーフコミュニティ」の認証の取得に向け、市民
団体と行政等の協働により、ＤＶ防止を含むさいたま市セーフコミュ
ニティ対策委員会を８回開催し、その取り組み内容をさいたま市セー
フコミュニティ推進協議会に報告した。

危機管理課
（平成30年度より安心安全課から組織変更）

54 DV被害者支援団
体との連携

ＤＶ被害者支援のための知識や経験を有する民間団体の取組やネットワークを支援
し、連携を強化します。
さいたま市民間緊急一時避難施設補助金を交付（１団体に対し家賃補助４０万円）
します。

さいたま市民間緊急一時避難施設補助金の交付した（２団体に対し、
家賃補助各４０万円）。

Ｐ１２０　事業番号：１８０ 　事業番号：１７４ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

2
職務関係
者による
配慮

55 職務関係者研修
の実施

職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、環境等を踏まえ、国籍、障害の有無等
を問わず、被害者の立場に配慮した適切な対応ができるよう、ＤＶに対する意識及
び知識の向上を図り、職務関係者を中心に職員研修を実施します。また、職員用対
応マニュアルを作成・配布します。

婦人相談員に対する定期的な研修の開催（１１回）や、庁内ドメス
ティック・バイオレンス防止対策関係機関連携会議（２回）において
県婦人相談センター職員による講義や民間アドバイザーによる事例検
討のワークショップ等を実施した。

Ｐ１２６　事業番号：１８６
　　　　　事業番号：１８７

　事業番号：１８４ 人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

3 調査研究
の推進

56 DVに関する実態
調査・研究

職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、環境等を踏まえ、国籍、障害の有無等
を問わず、人権を尊重し、安全の確保および秘密の保持に十分な配慮をする必要が
あります。
配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、市民意識調査やデート
ＤＶ意識調査を実施し、被害者及び加害者の実態の調査・研究を行います。
国や他自治体等における加害者対策に関する取組みや調査・研究を把握するととも
に、市民意識調査によりＤＶ被害者、加害者の実態から施策のあり方を検討しま
す。

デートＤＶ未然防止対策の取組について、首都圏九都県市会議におい
て先進事例を研究し情報を共有した。
「男性の悩み電話相談」において、ＤＶ加害について３件相談があ
り、加害の実態・状況を把握した。

Ｐ５２　　事業番号：４０
Ｐ１２６　事業番号：１８８

　事業番号：３８
　　　　　：１８５

人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）

4
苦情の適
切かつ迅
速な処理

57 苦情処理の取組

被害者支援への取り組みに対する苦情に対し、適切かつ迅速な処理を行う必要があ
るため、職員の職務の執行に関して相談者から苦情の申出を受けたときは、適切か
つ迅速に処理するとともに、処理結果について申出人に説明責任を果たすよう努め
ます。
被害者からの苦情を受けた場合の迅速・適切な対応について、関係機関に対し働き
かけを行います。

相談者から対応について苦情を受けた際、別の相談員による再相談を
実施した。

Ｐ１４０　事業番号：２２４
人権政策・男女共同参画課
（平成3１年度より人権政策推進課と統合）
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